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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に複数枚の名刺を収容させることのできるケース体と、このケース体の側部に設け
た名刺取出し口より上面に名刺を乗せた状態で水平方向へ旋回移動することによって前記
ケース体へ出入り可能に取り付けられた名刺取出しプレートと、この名刺取出しプレート
を一方向へ旋回付勢させる弾性手段とを有することを特徴とする、名刺入れ。
【請求項２】
　前記ケース体は、ケース本体と、このケース本体に対して開閉可能に取り付けられる蓋
体と、この蓋体を前記ケース本体に対し閉成状態でロックする蓋体ロック手段とを有する
ものとしたことを特徴とする、請求項１に記載の名刺入れ。
【請求項３】
　前記ケース本体は、底板とこの底板上に取り付けられる名刺収容枠体とで構成されてい
ることを特徴とする、請求項２に記載の名刺入れ。
【請求項４】
　前記ケース体には、当該ケース体の内部に収容させた名刺を前記名刺取出しプレートの
側へ押圧する名刺押圧手段が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の名刺入
れ。
【請求項５】
　前記ケース体には、前記名刺取出しプレートを内部に収容させた状態でロックするプレ
ートロック手段が設けられていることを特徴とする、請求項１に記載の名刺入れ。
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【請求項６】
　前記名刺取出しプレートの上面側の全部或は一部には、滑り止め用シートが取り付けら
れていることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の名刺入れ。
【請求項７】
　前記プレートロック手段は、前記ケース体より一部を露出させ、前記ケース本体に設け
られた操作ボタン挿通孔へ非回転かつ軸方向へ摺動可能に設けられたところの係止フック
を有する操作ボタンと、前記操作ボタン挿通孔の内底部と前記操作ボタンとの間に弾設さ
れた弾性手段と、前記名刺取出しプレートに形成した係止溝と、で構成したことを特徴と
する、請求項５に記載の名刺入れ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数枚の名刺を収納させておき、必要時に操作ボタンを押すことにより名刺
を１枚ずつ自動的に素早く取り出すことのできる名刺入れに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数枚の名刺を収納させた収納ケースに名刺の取出し口を設け、収納ケース底部
に設けた板バネのような弾性手段を用いた押上げ手段で名刺を上方へ押し上げ、押し上げ
た名刺を蓋部の側に設けた窓部より指を入れて指と名刺との間の摩擦力によって名刺をス
ライドさせ１枚ずつ取出し口より押し出すことのできるものや、同じく押上げ手段を有し
、蓋部の側に取出しボタン部材を摺動可能に取り付け、この取出しボタンに設けた係止部
で最上段の名刺の端部を係止して取出し口より押し出すことができるようにしたものが、
下記特許文献１と２に示したように、公知である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】登録実用新案第３１０８２１０号公報
【特許文献２】実開昭６２－６３０２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　然しながら、これまで提供されてきた名刺の取出しが容易な名刺入れは、前記特許文献
１及び２に記載のものを含めて、いずれも手作業で名刺を送り出す形式であったため、素
早く名刺を取り出すことができないという問題があった。また、最上部の名刺が不用意に
ケース外にはみ出して傷んでしまうという問題もあった。
【０００５】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、その目的は、自動取出し機構を備
えながらも、薄型で嵩ばらず、操作ボタンを押すことにより、名刺の収納ケースから名刺
を１枚ずつ自動的に素早くかつ確実に取り出すことができ、さらに、名刺の保護が充分な
名刺入れを提供せんとするにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る名刺入れは、内部に複数枚の名刺を収容
させることのできるケース体と、このケース体の側部に設けた名刺取出し口より上面に名
刺を乗せた状態で水平方向へ旋回移動することによって前記ケース体へ出入り可能に取り
付けられた名刺取出しプレートと、この名刺取出しプレートを一方向へ旋回付勢させる弾
性手段とを有することを特徴とする。
【０００７】
　前記ケース体は、ケース本体と、このケース本体に対して開閉可能に取り付けられる蓋
体と、この蓋体を前記ケース本体に対し閉成状態でロックする蓋体ロック手段とを有する
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ものとすることが望ましいが、必ずしもこれに限定されるものではない。
【０００８】
　　また、前記ケース本体は、底板とこの底板上に取り付けられる名刺収容枠体とで構成
することが望ましいが、必ずしもこれに限定されるものではない。
【０００９】
　前記ケース体には、当該ケース体の内部に収容させた名刺を前記名刺取出しプレートの
側へ押圧する名刺押圧手段を設けることが望ましい。
【００１０】
　前記ケース体には、前記名刺取出しプレートを内部に収容させた状態でロックするプレ
ートロック手段を設けることが望ましい。
【００１２】
　前記名刺取出しプレートの上面側の全部或は一部には、滑り止め用シートが取り付けら
れることが望ましい。
【００１３】
　前記プレートロック手段は、前記ケース体より一部を露出させ、前記ケース本体に設け
られた操作ボタン挿通孔へ非回転かつ軸方向へ摺動可能に設けられたところの係止フック
を有する操作ボタンと、前記操作ボタン挿通孔の内底部と前記操作ボタンとの間に弾設さ
れた弾性手段と、前記名刺取出しプレートに形成した係止溝と、で構成することが可能で
ある。ただし、かかる構成に限定されることなく、各種の構成を採用し得る。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の上記の如き構成によるときは、名刺取出し時に前記プレートロック手段のロッ
クの解除操作を行うと、移動付勢された名刺取出しプレートがその上に名刺を１枚だけ載
せた状態で外部へ露出するように旋回移動するため、ユーザーはその名刺を抜き取るだけ
でよく、名刺を１枚ずつ取り出す操作を自動的に素早く確実に行うことが可能となるもの
である。
【００１５】
　また、前記名刺取出しプレートは水平方向へのみ移動するため、厚さ方向への駆動機構
は設ける必要がなく、そのため、嵩ばらず、薄型のコンパクトな名刺入れを提供すること
ができる。
【００１６】
　更にまた、前記名刺収容枠体内に収納された名刺は、前記名刺取出しプレートによって
取り出されるまでは、名刺収容枠体の外へはみ出すということはないため、名刺の保護も
充分になされ得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る名刺入れの一実施例を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る名刺入れの分解斜視図である。
【図３】本発明に係る名刺入れを、（ａ）閉じた状態と、（ｂ）名刺を取り出す状態とで
示す上面側から見た斜視図である。
【図４】本発明に係る名刺入れを、（ａ）閉じた状態と、（ｂ）名刺を取り出す状態とで
示す下面側から見た斜視図である。
【図５】本発明に係る名刺入れに名刺を収納する時の状態を示す斜視図である。
【図６】本発明に係る名刺入れの蓋体の内面に取り付けた名刺押圧手段を示す斜視図であ
る。
【図７】本発明に係る名刺入れの名刺収容枠体及びこれに取り付けられる蓋体ロック手段
の構成を示すため、それらの下面側を示す斜視図である。
【図８】本発明に係る名刺入れの蓋体ロック手段を説明するための図であり、その（ａ）
図は図７中のＡ－Ａ線に沿った一部破断拡大断面図であり、（ｂ）図はその係止凸片の拡
大斜視図である。
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【図９】本発明に係る名刺入れの名刺取出しプレートの構成を示す斜視図である。
【図１０】本発明に係る名刺入れの底板の平面図である。
【図１１】本発明に係る名刺入れの名刺取出しプレートがケース体の内部へ収容され、底
板と全面的に重なった状態を示す平面図である。
【図１２】本発明に係る名刺入れの名刺取出しプレートの一部分がケース体の外部へ露出
し、プレート上の名刺を取出し可能な状態を示す平面図である。
【図１３】本発明に係る名刺入れの名刺取出しプレートのプレートロック手段の作動を説
明するため、その要部を下側から見た説明図である。
【図１４】本発明に係る名刺入れの名刺取出しプレート付勢用の弾性手段としてのスプリ
ングの拡大斜視図である。
【図１５】本発明に係る名刺入れのプレートロック手段の操作ボタンの拡大斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面に基づき、本発明に係る名刺入れの好適な実施形態について詳細に説明する
。
【実施例】
【００１９】
　図１乃至図５は、本発明に係る名刺入れの一実施例を示している。
【００２０】
　図示する如く、本発明に係る名刺入れ１は、内部に複数枚の名刺Ｍを収容させることの
できるケース体１０を備え、このケース体１０の側部には名刺取出し口１０１が設けられ
（図１参照）、名刺取出しプレート３がその上面に１枚の名刺ｍを乗せた状態（図３、図
４参照）で、前記名刺取出し口１０１からケース体１０へ出入り可能なように構成されて
成るものである。
【００２１】
　名刺取出しプレート３は、これを名刺取出し口１０１からケース体１０の外側へ向けて
一方向へ旋回移動させるよう、弾性手段としてのスプリング７（図２、図１１～１３参照
）によって移動付勢されている。後述する如く、操作ボタン８１を押して、スプリング７
の弾性力に抗して名刺取出しプレート３全体をケース体１０内に収容した状態でロックす
るプレートロック手段８のロックを解除すると、前記弾性手段(スプリング７)の復元力に
より名刺取出しプレート３がケース体１０の外側へ向けて水平方向に旋回移動するように
なっている。
【００２２】
　即ち、図３及び図４に示すように、名刺取出し時には、蓋体５の片隅に露出している操
作ボタン８１の頂部を押すと、名刺入れ１の一方の側部の名刺取出し口１０１から名刺取
出しプレート３が旋回移動して出現し、名刺取出しプレート３の上面に載って出てきた１
枚の名刺ｍをケース体１０より外側ヘ取り出すことができる。
【００２３】
　名刺ｍを取り出した後、名刺取出しプレート３を名刺入れ１内へ戻すように押し入れる
と、名刺取出しプレート３は名刺入れ１内に収容された状態でプレートロック手段８によ
りロックされ、図１に示した状態に復帰し、次回に操作ボタン８１が押されるまでその状
態を維持する。
【００２４】
　図示した実施例において、前記ケース体１０は、図５に示される如く、底板２とこの底
板２上に取り付けられる名刺収容枠体４とで構成されるケース本体１１と、このケース本
体１１に対して開閉可能に取り付けられる蓋体５とから構成されている。
【００２５】
　具体的には、名刺収容枠体４は、図２及び図７に示す如く、そのフレームに明けた複数
のネジ孔４１８と底板２に明けた複数のネジ孔２６を利用して、複数の止めネジ４２３に
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より底板２に固定されている。また、蓋体５は、ヒンジ手段６ａ，６ｂを、蓋体５の開閉
軸支孔５１６と底板２の蓋体取付けピン穴２５に挿通することにより、底板２に対して開
閉可能に取り付けられている。尚、このヒンジ手段６ａ，６ｂは、ピン状のものであるが
、このものに限定されない。その他の公知のヒンジ手段に代えることができる。
【００２６】
　蓋体５は、図６に示すように、天板部５１０とその４辺に沿って設けた周壁部５１１～
５１４とを有する蓋体本体５１から成り、天板部５１０の内面には、複数の名刺押圧手段
５２ａ，５２ｂ，５２ｃが取り付けられている。
【００２７】
　前記周壁部５１１～５１４のうち、対向する短辺上の周壁部５１２，５１４には、前記
の如く開閉軸支孔５１６がそれぞれ設けられ、これらの開閉軸支孔５１６と、底板本体２
１（図２参照）の対向する短辺の壁面に設けた蓋体取付けピン穴２５とに、ヒンジ手段６
ａ，６ｂを挿通することによって、蓋体５を底板２に対して上下方向へ旋回移動可能、即
ち、上下方向へ開閉可能なように取り付ける。
【００２８】
　蓋体５の天板部５１０の隅部には操作ボタン挿通孔５１８が明けられ、蓋体５を閉じた
ままの状態で、後述するプレートロック手段８の操作ボタン８１の頂部８１５を指で押す
ことができるようになっている。尚、蓋体５の開閉は、上述したように、上下へ開閉させ
る形式でもよいが、携帯電話機の蓋体のように水平方向へスライドさせる形式でもよい。
【００２９】
　また、図示した実施例において、蓋体５は、これを前記ケース本体１１に対して閉成状
態でロックする蓋体ロック手段９ａ，９ｂによって、不用意に開くことがないようになっ
ている。
【００３０】
　即ち、蓋体５の前記短辺側の周壁部５１２，５１４には、係止孔５１７がそれぞれ設け
られ、名刺収容枠体４のフレーム内に組み込んだ蓋体ロック手段９ａ，９ｂ（図２、図７
及び図８参照。なお、図７は名刺収容枠体４の下面側を示す斜視図である。）の係止凸片
９１の先端がこれらの係止孔５１７に嵌入することによって、蓋体５が閉じた状態に保持
されるようになっている。
【００３１】
　蓋体ロック手段９ａ，９ｂ（両者は同一の構成であるので、図８では一方の蓋体ロック
手段９ａの構成のみを示してある。）は、係止凸片９１、圧縮バネ９２及び押さえ蓋９３
から成り（図７、図８参照）、係止凸片９１及び圧縮バネ９２は名刺収容枠体４の第１及
び第２短辺フレーム４１３，４１４上にそれぞれ形成した部品収容穴４１６ａ，４１６ｂ
内に収容され、これらの穴の開口部は押さえ蓋９３により閉鎖されるようになっている。
具体的には、係止凸片９１の凸部９１ａ（図８参照）が、部品収容穴４１６ａ，４１６ｂ
の側壁に明けた突出孔４１７ａ，４１７ｂから突出する状態にして、圧縮バネ９２により
係止凸片９１を背後から押圧するようにセットした上、部品収容穴４１６ａ，４１６ｂの
開口部に押さえ蓋９３を取り付け、閉鎖するものである。係止凸片９１の凸部９１ａの先
端には、図８に示す如く、若干の丸味（アール）が付けられている。
【００３２】
　これによって、蓋体５を閉じた状態では、係止凸片９１の凸部９１ａが蓋体５の前記係
止孔５１７に嵌入して、蓋体５が閉成状態にロックされる。蓋体５を開けるときは、係止
凸片９１が突出孔４１７ａ，４１７ｂより突出している部分を手指を用いて同時に押圧す
ることにより、係止凸片９１と係止孔５１７の間の係合が外れ、蓋体５の開成操作が可能
となるものである。
【００３３】
　ケース体１０の一部を構成する蓋体５の天板部５１０の内面には、前記の如く、名刺押
圧手段５２ａ，５２ｂ，５２ｃが取り付けられ（図２、図６参照）、ケース体１０の内部
に収容された名刺Ｍを前記名刺取出しプレート３の側へ押圧するようになっている。これ
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らの名刺押圧手段５２ａ，５２ｂ，５２ｃは、いずれも、スプリング５２１と、その一端
を蓋体５の天板部５１０に固定する取付板５２２とから構成され、スプリング５２１の自
由端側において名刺収容枠体４内に収納された複数枚の名刺Ｍを上から押圧するようにな
っており、これにより、最下層の名刺が名刺取出しプレート３の上面の後述する凹所３１
４内に円滑に取り込まれるようになっている。取付板５２２はネジ５２３により天板部５
１０の内面に固定される。この名刺押圧手段５２ａ，５２ｂ，５２ｃは、ケース本体１１
の底部に取り付けてもよく、その取付箇所は限定されない。
【００３４】
　前記名刺収容枠体４は、図２及び図７に示す如く、中央部が通常の名刺と略同サイズの
空洞部４１０となった枠本体４１から成り、この空洞部４１０内に７枚～１６枚程度の名
刺Ｍが収納できるようになっている。
【００３５】
　名刺収容枠体４の外方長辺フレーム４１１は、前記名刺取出し口１０１に臨む長辺であ
り、これと対向する内方長辺フレーム４１２には、前記名刺押圧手段５２ａと５２ｃのス
プリング５２１の自由端が、収容された名刺の枚数に応じて変位するのを阻害しないよう
にするための切欠き凹部４２１ａ、４２１ｂが形成されている。
【００３６】
　名刺収容枠体４の第１及び第２短辺フレーム４１３，４１４上にそれぞれ形成した段差
凸部４１９ａと４１９ｂは、後述する底板２（図２、図１０参照）の上段面２７ａと中段
面２７ｃとの段差を補償するための凸部であり、底板２の周壁に明けた段差凸部挿入孔２
８ａ，２８ｂにそれぞれ嵌め込まれるようになっている。この段差凸部４１９ａ及び４１
９ｂを設けることにより、名刺取出し口１０１が狭くなって名刺取出しプレート３の動き
が阻害されるのが防止できる。
【００３７】
　また、名刺収容枠体４の第１短辺フレーム４１３上に形成した支軸頭部受け穴４２０は
、前記名刺取出しプレート３を旋回移動可能に軸支するため後述の底板２に設けた支軸２
２の頭部を受容する穴である。
【００３８】
　更にまた、名刺収容枠体４の内方長辺フレーム４１２と第１短辺フレーム４１３とが交
差する隅部には、後述するプレートロック手段８の操作ボタン８１の頂部を通過させる操
作ボタン挿通孔４１５が形成されている。この操作ボタン挿通孔４１５は、大径部４１５
ａと、段差ストッパー４１５ｂと、小径部４１５ｃとから構成され、大径部４１５ａには
、図１５に示す操作ボタン８１の大径部８１２が嵌入し、段差ストッパー４１５ｂには操
作ボタン８１の段差部８１３が当接し、小径部４１５ｃには操作ボタン８１の小径部８１
４が嵌入するようになっている。後述する如く、操作ボタン８１は弾性手段（コンプレッ
ションスプリング）８２によって上方向へ向けて付勢されているが、操作ボタン挿通孔４
１５の前記段差ストッパー４１５ｂによって、上方向への移動限界位置が規制されるよう
になっている。
【００３９】
　また、名刺収容枠体４の内方長辺フレーム４１２の両端近くの下面には、位置決め凹部
４２２ａ，４２２ｂが形成され、底板２の対応する位置に形成された位置決め凸部２９ａ
，２９ｂと嵌め合わせることにより、底板２と名刺収容枠体４との正確な位置合わせがで
きるようになっている。
【００４０】
　また、上記の如く位置合わせを行って底板２と名刺収容枠体４とを固定したとき、底板
２の前記位置決め凸部２９ａの側面２９ｃと、名刺収容枠体４の位置決め凹部４２２ａに
臨む側面４２２ｃとの間には隙間が形成されるように設計されており、その隙間に操作ボ
タン８１の回り止め突部８１６が嵌まり込むことにより、操作ボタン８１の軸中心の回転
が防止されるようになっている。
【００４１】
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　本発明において最も主要な構成要素である名刺取出しプレート３（図２、図９参照）は
、水平方向へ旋回移動して前記名刺取出し口１０１より名刺を前記ケース体１０外へ送り
出すように構成されている。
【００４２】
　図示した実施例において、名刺取出しプレート３は、その一方の短辺上に設けた軸支孔
３１５に、底板２の一方の短辺上に設けた支軸２２を挿通することにより、当該支軸２２
の中心点（従ってまた、軸支孔３１５の中心点）を中心に底板２に対して旋回移動可能な
よう取り付けられ、支軸２２の根元部に装着された弾性手段としてのスプリング７により
、前記収容位置から進出位置へ向けて一方向に旋回移動するよう付勢されている。尚、ス
プリング７は、捩じりコイルスプリング、引張コイルスプリング、圧縮コイルスプリング
等の弾性手段を用いてもよい。
【００４３】
　即ち、名刺取出しプレート３は、これが底板２上に全面的に重なった収容位置と、少な
くともその名刺取出し側の辺縁部が前記底板の辺縁部よりも外部へ露出した進出位置との
間で、名刺取出しプレート３の主平面に沿って水平方向に前記支軸２２を中心に底板２に
対して旋回移動可能なように取り付けられている。
【００４４】
　名刺取出しプレート３は、前記収容位置にあるときに、その上面の凹所３１４に名刺を
１枚ずつ取り込み、その取出操作時に前記進出位置に移動したときに、その１枚の名刺を
使用者が容易に取り出し得るように構成されている。
【００４５】
　即ち、名刺取出しプレート３の上面には、図９に詳しく示すように、その３辺に沿って
外方長辺側上段面３１１と内方長辺側上段面３１２と短辺側上段面３１３とが同一平面上
に形成されると共に、第１段差部３１０ａによりこれより１段下がった中段面３１４ａ，
３１４ｂが形成され、更に第２段差部３１０ｂによりもう１段下がった下段面３１４ｃが
形成されている。下段面３１４ｃには、フェルト等から成る滑り止め用シート３２が貼り
付けられ、凹所３１４内に取り込まれた名刺が、名刺取出操作時の名刺取出しプレート３
の旋回移動動作に伴う遠心力によって飛び出したり落下したりしないようになっている。
従って、貼り付けられた滑り止め用シート３２の上面の高さは、前記中段面３１４ａの上
面より僅かに高くなるように設定することが望ましい。滑り止め用シート３２としては、
フェルトのほか各種素材を用いることができる。また、滑り止め用シート３２を用いる以
外に、例えば名刺取出しプレート３の上面自体に細かい凹凸加工を施し、滑り止め効果を
奏するようにしてもよい。
【００４６】
　また、第１段差部３１０ａの段差量は、取り出すべき名刺１枚の厚さに等しいかそれよ
りわずかに少なめに設定される。名刺１枚の厚さより大きいと、下から２枚目の名刺に第
１段差部３１０ａのエッジが引っ掛かって円滑な取出動作が阻害されるためである。
【００４７】
　尚、名刺取出しプレート３の軸支孔３１５を設けた側とは反対側の短辺には、名刺をつ
かみ易くするための切欠き３１６が形成される。図９に示した実施例では、名刺取出時に
は、外方長辺側上段面３１１のある長辺側と切欠き３１６のある短辺側とを含む所定領域
が、図３（ｂ）図及び図４（ｂ）図に示すように、外部へ露出するように名刺取出しプレ
ート３が旋回移動する。
【００４８】
　尚、名刺取出しプレート３のスプリング作用端面３１８が設けられた側の隅部には、係
止溝付き突部３１７が設けられ、その下面に、前記プレートロック手段８の操作ボタン８
１の係止フック８１１と係合する係止溝８３が形成されている。
【００４９】
　次に、底板２の構成について説明すれば、底板２の内面側には、図２、図１０に示す如
く、上段面２７ａと中段面２７ｃとの間に第１段差部２７ｂが設けられている。上段面２
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７ａは前記名刺収容枠体４の下面に密着せしめられるが、中段面２７ｃと名刺収容枠体４
との間には第１段差部２７ｂの段差に等しい間隔のスペースが形成され、このスペース内
で名刺取出しプレート３が前記支軸２２及び軸支孔３１５を中心に前記収容位置と進出位
置との間で旋回移動可能に保持されるようになっている。前記スペースが外部へ通じる部
分が前記名刺取出し口１０１に該当する。
【００５０】
　尚、中段面２７ｃより更に下には、第２段差部２７ｄを設けることにより、円弧状に区
切られた複数の下段面２７ｅが設けられ、この下段面２７ｅにより_複数の弓形のリブ部
２７ｆが形成され、底板２の軽量化を図りつつ、名刺取出しプレート３水平方向への旋回
摺動の円滑化を図っている。
【００５１】
　前記プレートロック手段８（図２、図７、図１１～１５参照。なお、図１３はプレート
ロック手段８の取付位置を含む要部を下側から見た説明図であり、図１５は操作ボタン８
１の拡大図である。）は、名刺取出しプレート３をケース体１０の内部に収容させた状態
でロックする機能を有するものであり、その構成は、前記ケース体１０より一部を露出さ
せ、前記ケース本体１１に設けられた操作ボタン挿通孔４１５へ非回転かつ軸方向へ摺動
可能に設けられたところの係止フック８１１を有する操作ボタン８１と、この操作ボタン
挿通孔４１５の内底部と前記操作ボタン８１との間に弾設された弾性手段８２と、前記名
刺取出しプレート３に形成した係止溝８３と、から成るものである。ここで、操作ボタン
挿通孔４１５の内底部とは、図示した実施例の場合、名刺収容枠体４に設けた操作ボタン
挿通孔４１５の真下の底板２上のプレートロック手段保持穴２４の内底部２４０を指す。
【００５２】
　従って、図示した実施例のものでは、プレートロック手段８は、係止フック８１１を有
する前記操作ボタン８１と、操作ボタン８１を押し上げる方向（図１３では下方向）に付
勢する弾性手段としてのコンプレッションスプリング８２と、名刺取出しプレート３上に
設けた係止溝８３とから構成される。
【００５３】
　名刺取出しプレート３が常態における前記収容位置にあるときは、操作ボタン８１がコ
ンプレッションスプリング８２によって付勢されることにより、操作ボタン８１の係止フ
ック８１１は、名刺取出しプレート３の係止溝８３と係合状態を保ち、それによって名刺
取出しプレート３がその収容位置に保持されるようロックされる。
【００５４】
　他方、名刺取出し時には、前記コンプレッションスプリング８２の付勢力に抗して操作
ボタン８１の頂部８１５を押すことにより、係止フック８１１が係止溝８３から離脱して
ロックが解除され、名刺取出しプレート３は前記スプリング７の付勢力により前記進出位
置へ向けて水平方向へ旋回移動するものである。
【００５５】
　尚、操作ボタン８１は上記の如く軸方向へ摺動可能とする以外に、横方向へスライドさ
せたり、軸中心に回動させたりすることによりロックの掛け外しが可能なように構成する
ことも可能であり、その他各種の構成を採用し得るものである。
【００５６】
　上記名刺取出しプレート３の旋回移動機構及びそのプレートロック手段８等を組み立て
る際には、先ず、名刺取出しプレート３を旋回移動させるためのスプリング７と、プレー
トロック手段８とを底板２上にセットし、その上に名刺取出しプレート３をかぶせるよう
にして取り付ける（主に図２参照）。
【００５７】
　即ち、スプリング７については、その曲がり部７１を底板２の一方の短辺側に設けた支
軸２２の根元部に装着し、スプリング７の作用アーム７３が底板２のスプリング収容凹部
２３ａ内に収容され、止めアーム７２がスプリング収容凹部２３ｂ内に収容されるように
セットする（図２、図１０、図１４参照）。後述する如く、スプリング７の作用アーム７
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３の先端部であって上方向へ曲げられた作用端部７４は、底板２の後述する中段面２７ｃ
よりも上へ突出して、後述する名刺取出しプレート３の一方の短辺側に形成されたスプリ
ング作用端面３１８に圧接せしめられ、名刺取出しプレート３をその進出位置へ向けて移
動付勢するようになっている。
【００５８】
　また、プレートロック手段８については、そのコンプレッションスプリング８２と操作
ボタン８１とを、底板２の一つの隅部に設けたプレートロック手段保持穴２４内に嵌め入
れた状態にする。より具体的には、コンプレッションスプリング８２をプレートロック手
段保持穴２４内に嵌め込み、その上に操作ボタン８１をかぶせることにより、プレートロ
ック手段保持穴２４の内底部２４０と操作ボタン８１の頂部８１５の内面との間にコンプ
レッションスプリング８２のスプリング力が作用するように構成される。
【００５９】
　然るのち、名刺取出しプレート３の一方の短辺側に設けた軸支孔３１５を底板２の前記
支軸２２に嵌め合わせ、名刺取出しプレート３が底板２の上に重なるようにセットする。
このとき、スプリング７の作用端部７４が名刺取出しプレート３の前記スプリング作用端
面３１８に作用するよう、スプリング作用端面３１８にスプリング７の作用端部７４を圧
接させた状態とした上で、更にその上に名刺収容枠体４を重ね合わせ、名刺収容枠体４を
底板２に固定する。即ち、名刺収容枠体４の各フレーム部に設けた複数のネジ孔４１８と
、底板２の辺縁部に設けた複数のネジ穴４６とを利用して複数の止めネジ４２３によりネ
ジ止めすることによって、名刺収容枠体４と底板２を固定する。その際、プレートロック
手段８の操作ボタン８１の頭部が、名刺収容枠体４の隅部に設けた操作ボタン挿通孔４１
５内に挿通されるようにして名刺収容枠体４と底板２とを固定する。
【００６０】
　また、組立完成後における操作ボタン８１の軸中心の回転を防止（回り止め）するため
、操作ボタン８１の前記回り止め突部８１６が、底板２の前記位置決め凸部２９ａの側面
２９ｃと、名刺収容枠体４の位置決め凹部４２２ａに臨む側面４２２ｃとの間の隙間に挟
まれて嵌まり込むようにセットした上で、名刺収容枠体４と底板２とを固定するようにす
る。
【００６１】
　尚、名刺収容枠体４を底板２に固定する時点で、プレートロック手段８の操作ボタン８
１の係止フック８１１を、名刺取出しプレート３の係止溝付き突部３１７に形成した係止
溝８３に係合させた状態（名刺取出しプレート３が底板２と全面的に重なり、底板２と名
刺収容枠体４との間に完全に収容された状態）としておく必要はないが、係合させておい
ても支障はない。
【００６２】
　上記の如くして名刺収容枠体４と底板２とを固定した後、蓋体５を底板２に開閉可能な
ようヒンジ止めする。即ち、前記の如く、蓋体５の前記開閉軸支孔５１６と、底板２の蓋
体取付けピン穴２５とに、ヒンジ手段６ａ，６ｂを挿通、固定することによって、蓋体５
を底板２に対して開閉可能なように取り付ける。
【００６３】
　次に、本発明に係る名刺入れ１の作用効果について説明する。
　本発明の名刺入れ１は、図示する如く薄くコンパクトに構成され、前記名刺収容枠体４
の内部に約７枚～１６枚程度の名刺を収納できる。
【００６４】
　即ち、名刺収容枠体４は水平方向に旋回移動し、その駆動力源であるスプリング７も水
平面内で作動するため、名刺入れを全体的に薄くコンパクトに構成することができる。
【００６５】
　また、名刺入れ１を持ち運ぶ際には、複数枚の名刺Ｍは名刺収容枠体４の内部に収納さ
れ、蓋体５によって完全にカバーされており、前記名刺取出しプレート３により取り出さ
れるまでは、外部に露出することがないため、名刺が傷むことはなく、充分に保護される
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。
【００６６】
　名刺入れ１内へ名刺を収納させる際には、図５に示す如く、名刺入れ１の蓋体５を開き
、名刺収容枠体４内へ複数枚（約７枚～１６枚）の名刺Ｍを差し入れるようにする。
【００６７】
　名刺を取り出す際には、前記プレートロック手段８の操作ボタン８１を押すだけの簡単
な操作で、名刺を１枚ずつ名刺取出しプレート３に載せて素早く取り出すことができる。
【００６８】
　以下、図１１、図１２及び図１３を参照しつつ、名刺取出しプレート３及びプレートロ
ック手段８の作動について説明する。
【００６９】
　図１１及び図１３（ａ）図は、名刺取出しプレート３が底板２と全面的に重なり、前記
収容位置に保持されているときの状態を示している。
【００７０】
　このとき、図１３（ａ）図に示すように、コンプレッションスプリング８２と操作ボタ
ン８１は、底板２のプレートロック手段保持穴２４に嵌め込まれた位置にあり、操作ボタ
ン８１の係止フック８１１は名刺取出しプレート３の係止溝８３と係合し、コンプレッシ
ョンスプリング８２の押上げ力によって操作ボタン８１が上方向（図１３では下方向）へ
押されることにより、上記係合状態（ロック状態）が維持されている。
【００７１】
　即ち、この状態において、底板２の前記支軸２２により軸支されたスプリング７はその
曲げ応力が蓄積された状態にあり（図１１を併せて参照）、その先端の作用端部７４は名
刺取出しプレート３のスプリング作用端面３１８に作用して、名刺取出しプレート３を支
軸２２を中心に図中反時計方向に旋回移動させようとするが、係止溝８３に係止フック８
１１が係合したロック状態にあるため、当該旋回移動は阻止された状態にある。
【００７２】
　尚、操作ボタン８１は、その段差部８１３（図１５参照）が、名刺収容枠体４の操作ボ
タン挿通孔４１５（図７参照）の段差ストッパー４１５ｂ（図７参照）に阻止され、それ
より先（上）へは移動しないようになっている。
【００７３】
　次いで、名刺を取り出すために、図１３の（ｂ）図に示す如く、前記コンプレッション
スプリング８２のスプリング力に抗して操作ボタン８１の頂部８１５を指で押すと、操作
ボタン８１の係止フック８１１が係止溝８３から離脱し、図１３（ｃ）図及び図１２に示
すように、スプリング７の付勢力によって名刺取出しプレート３が軸支孔３１５（支軸２
２）を中心に図中反時計方向に旋回移動し、前記進出位置に変位するので、図３（ｂ）図
、図４（ｂ）図及び図１２に示すような名刺取出し可能な状態になる。
【００７４】
　尚、図１２に示すように、名刺取出しプレート３が所定角度だけ旋回し、その１つの角
部３１９が、底板２の１つの角部近くの周壁内面２０にぶつかることによって、名刺取出
しプレート３のそれ以上の旋回移動は阻止されるものであり、前記周壁内面２０がストッ
パーとしての役割を果たすものである。この名刺取出しプレート３の旋回時に所定角度（
実施例では２０度）以上旋回しないように構成されていることは、名刺ｍは常に名刺押圧
手段５２ａ，５２ｂ，５２ｃによって名刺取出しプレート３側へ押圧されているので、次
の名刺ｍを名刺取出しプレート３上にスムーズに載置させるために必要である。
【００７５】
　名刺を取り出した後、名刺取出しプレート３を元の収容位置に戻すには、図１３（ｄ）
図に示すように、進出した名刺取出しプレート３を指で押し戻し、軸支孔３１５（支軸２
２）を中心に時計方向に旋回移動させる。名刺取出しプレート３が当初の収容位置に近く
なると、名刺取出しプレート３に設けた係止溝付き突部３１７の外周面により係止フック
８１１が押し下げられ（図１３では押し上げられ）、更に名刺取出しプレート３を内部へ
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押し入れると、係止フック８１１が係止溝８３に係合し、同時にその側部３１が底板２の
内側部２３ｃに当接して、図１３（ａ）図及び図１１に示すような元の収容位置に保持さ
れた状態に復帰する。
【００７６】
　尚、本発明は上記実施例に限定されるものではない。
　即ち、前記の如く、例えば、蓋体５の開閉方式は、図示した実施例のような上下に旋回
させる形式に限らず、水平方向へスライドさせる形式でもよい。
【００７７】
　名刺押圧手段５２ａ，５２ｂ，５２ｃも、蓋体５の内面に取り付ける以外に、前記名刺
収納枠４自体に設けるようにしてもよく、その取付箇所は限定されない。
【００７８】
　また、名刺取出しプレート３も上記の如き旋回移動形式に限らず、横又は縦方向への直
線的なスライド形式とすることも可能である。
【００７９】
　また、名刺取出しプレート３の上面に取り付けられる滑り止め用シートとしては、フェ
ルトのほか各種素材を用いることができる。また、滑り止め用シートを用いる代わりに、
例えば名刺取出しプレートの上面自体に細かい凹凸加工を施し、滑り止め効果を奏するよ
うに構成してもよい。
【００８０】
　更にまた、前記プレートロック手段８についても各種各様の設計変更が可能であり、例
えば、操作ボタンは前記の如く軸方向へ摺動可能とする以外に、横方向へスライドさせた
り、軸中心に回動させたりすることによりロックの掛け外しが可能なように構成すること
も可能であるなど、各種の構成を採用し得るものである。
【００８１】
　よって、本発明はその目的の範囲内において上記の説明から当業者が容易に想到し得る
すべての変更実施例を包摂するものである。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明は叙上の如く構成したので、１枚ずつの名刺の取出し動作を自動的に素早く行う
ことができ、薄型で嵩ばらず、名刺の保護も充分である上に、名刺を渡す相手方に自己の
印象を強めることのできる名刺入れとして好適に用いられるものである。
【符号の説明】
【００８３】
　１　　　　名刺入れ
　２　　　　底板
　３　　　　名刺取出しプレート
　４　　　　名刺収容枠体
　５　　　　蓋体
　６ａ、６ｂ　ヒンジ手段
　７　　　　名刺取出しプレート付勢用のスプリング
　８　　　　プレートロック手段
　９ａ、９ｂ　蓋体ロック手段
　１０　　　ケース体
　１１　　　ケース本体
　２０　　　周壁内面
　２１　　　底板本体
　２２　　　支軸
　２３ａ、２３ｂ　スプリング収容凹部
　２４　　　プレートロック手段保持穴
　２５　　　蓋体取付けピン穴
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　２６　　　ネジ穴
　２７ａ　　上段面
　２７ｂ　　第１段差部
　２７ｃ　　中段面
　２７ｄ　　第２段差部
　２７ｅ　　下段面
　２７ｆ　リブ部
　２８ａ、２８ｂ　段差凸部挿入孔
　２９ａ、２９ｂ　位置決め凸部
　２９ｃ　　凸部の側面（操作ボタンの回り止め）
　３１　　　側部
　３２　　　フェルト等の滑り止め用シート
　４１　　　枠本体
　５１　　　蓋体本体
　７１　　　曲がり部
　７２　　　止めアーム
　７３　　　作用アーム
　７４　　　作用端部
　８１　　　操作ボタン
　８２　　　コンプレッションスプリング（弾性手段）
　８３　　　係止溝
　９１　　　係止凸片
　９１ａ　　凸部
　９２　　　圧縮バネ
　９３　　　押さえ蓋
　１０１　　名刺取出し口
　２４０　　穴の内底部
　３１０ａ　第１段差部
　３１０ｂ　第２段差部
　３１１　　外方長辺側上段面
　３１２　　内方長辺側上段面
　３１３　　短辺側上段面
　３１４　　凹所
　３１４ａ、３１４ｂ　中段面
　３１４ｃ　下段面
　３１５　　軸支孔
　３１６　　切欠き
　３１７　　係止溝付き突部
　３１８　　スプリング作用端面
　３１９　　角部
　４１０　　空洞部
　４１１　　外方長辺フレーム
　４１２　　内方長辺フレーム
　４１３　　第１短辺フレーム
　４１４　　第２短辺フレーム
　４１５　　操作ボタン挿通孔
　４１５ａ　大径部
　４１５ｂ　段差ストッパー
　４１５ｃ　小径部
　４１６ａ、４１６ｂ　部品収容穴
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　４１７ａ、４１７ｂ　突出孔
　４１８　ネジ孔
　４１９ａ、４１９ｂ　段差凸部
　４２０　　支軸頭部受け穴
　４２１ａ、４２１ｂ　切欠き凹部
　４２２ａ、４２２ｂ　位置決め凹部
　４２２ｃ　凹部に臨む側面（操作ボタンの回り止め）
　５１０　　天板部
　５１１～５１４　周壁部
　５１６　　開閉軸支孔
　５１７　　係止孔
　５１８　　操作ボタン挿通孔
　５２ａ、５２ｂ，５２ｃ　名刺押圧手段
　５２１　　スプリング
　５２２　　取付板
　５２３　　ネジ
　８１１　　係止フック
　８１２　　大径部
　８１３　　段差部
　８１４　　小径部
　８１５　　頂部
　８１６　　回り止め突部
　Ｍ　　　　複数枚の名刺
　ｍ　　　　各名刺

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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